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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料及び樹脂を含む粉末状原料を充填容器内に上面が平らになるように投入する
工程と、該充填容器内の粉末状原料を加圧しない状態で加熱して仮成形する工程と、仮成
形された１の仮成形品を所定のパターンが形成され、前記充填容器とは別の金型内に投入
して、加熱・加圧して１の燃料電池セパレータを成形する工程と、を有し、前記充填容器
が、燃料電池セパレータの厚みパターンに対応したパターンを有しており、成形された前
記燃料電池セパレータの厚い部分の厚さをｍとし薄い部分の厚さをｎとし、前記充填容器
のパターンの深い部分の深さをＭ、浅い部分の深さをＮとしたとき、
Ｍ：Ｎ≒ｍ：ｎ
となるようにしたことを特徴とする燃料電池セパレータの製造方法。
【請求項２】
　仮成形された粉末状原料を所定のパターンが形成された金型内に投入するとき、前記充
填容器を上下反転させて投入することを特徴とする請求項１記載の燃料電池セパレータの
製造方法。
【請求項３】
　導電性材料及び樹脂を含む粉末状原料を充填容器に上面が平らになるように投入する前
記工程が、前記粉末状原料をホッパーに入れ、該ホッパーの下端の排出口と充填容器との
距離を一定に保った状態でホッパーと充填容器との間に相対移動をさせながら前記排出口
から粉末状原料を均一に投入する工程であることを特徴とする請求項１又は２記載の燃料
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電池セパレータの製造方法。
【請求項４】
　前記ホッパーの供給口が、前記充填容器の上面上を摺動することで、充填容器に投入さ
れる粉末状原料を擦り切ることを特徴とする請求項３記載の燃料電池セパレータの製造方
法。
【請求項５】
　前記樹脂が熱硬化性樹脂を含み、前記仮成形時の加熱温度が、熱硬化性樹脂が溶融する
が硬化しない温度であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の燃料電池セ
パレータの製造方法。
【請求項６】
　前記充填容器に形成された前記パターンの１つが、成形された前記燃料電池セパレータ
の複数分のパターンであり、その深さが前記複数分のパターンの凹凸の平均値となってい
ることを特徴とする請求項１に記載の燃料電池セパレータの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池セパレータの製造方法に関し、特に、面精度に優れた燃料電池セパ
レータを効率的に製造することができる燃料電池セパレータの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料ガスと酸化ガスとを使用するタイプの燃料電池、その中でも固体高分子型燃料電池
は、イオン導電性の固体電解質膜を、触媒が担持されたガス拡散電極からなるアノードと
カソードとで挟み、さらにこれらの外側をセパレータで挟んだ構造をしている。アノード
側のセパレータはアノードに燃料ガスとしての水素を供給し、カソード側のセパレータは
カソードに酸化剤ガスとしての酸素を供給する。
【０００３】
　図８はこのようなセパレータの図である。同図に示すように、燃料電池セパレータ１に
は、板状の表面に細い溝などの厚い薄いの相違によるパターン１ａが形成されているが、
ガス拡散電極とガスとの接触面積を増加させるため、溝は、ほぼセパレータの全面に蛇行
して細かいピッチで形成されている。この溝などのパターン１ａは、図８（ｂ）の断面図
に示すようにセパレータの両面に形成される場合もあるが、片面のみの場合もある。
【０００４】
　このような構造のものの他に、セパレータの両面又は片面に突起が配列されていてこれ
らの突起相互間の隙間をガスの流路とする構造のもの、この突起と上記の溝とが組み合わ
された構造のものもある。
【０００５】
　上記の燃料電池セパレータには、次のような性質が要求される。
【０００６】
　(1)　ガス不浸透性。これは、供給される水素ガスや酸素ガスを透過させない性質をい
う。通常、燃料電池は、中心の固体高分子電解質膜、その両側のガス拡散電極、その外側
のセパレータまでを１単位セルとして、これらを多数積層して形成される。したがって、
１枚のセパレータの少なくとも片側にはガスが流れており、セパレータがガスを通過させ
てしまうと、電池の発電効率が低下するか、発電自体が不能となり電池として成立しなく
なるためである。
【０００７】
　(2)　導電性。セパレータが燃料電池の集電機能も担っているので、導電性が不可欠と
なる。
【０００８】
　(3)　面精度すなわち、厚み精度が高いこと。これは、セパレータとアノードやカソー
ドが接触して電気を通しているので、面精度が悪いと、接触面積が減少し、導電性が悪化
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するためである。また、面精度が悪いと、アノードやカソードとの間に隙間ができ、この
隙間が押しつぶされる方向に力が作用すると、セパレータが割れることがあるからでもあ
る。面精度としては、１つのセパレータの所定の測定点について厚さを測定し、最大の厚
さＴmaxと最小の厚さＴminiとの差ｄ、で評価している。この差ｄが小さいほど燃料電池
の性能が向上する。
【０００９】
　このような性能を満足すべく、初期のセパレータはグラファイトの板を機械加工して形
成されていたが、加工時間が掛かることから、セパレータが高価になり過ぎるという問題
があった。
【００１０】
　そこで、最近になって、カーボンの粉末と、熱硬化性合成樹脂の粉末とを混合して粉末
状の原料とし、これをプレス機の下金型内に投入して上金型を被せ、プレス機で加圧・加
熱して成形する、という方法が採用されるようになってきた。
【００１１】
　しかしながら、上記の成形方法によると、出来上がったセパレータの厚さの精度が出せ
ないという問題があった。従来の成形方法では、一辺が２００ｍｍ程度の燃料電池セパレ
ータにおける面精度が、上述した差ｄで０．２ｍｍ以上も生じ、燃料電池の性能低下の原
因となっていた。
【００１２】
　この問題に対し、特許文献１（特開２００１－６２８５８）では、下向きでマトリック
ス状に複数の投入口を有する投入部と、上記投入口の全てを閉塞する位置から全てを開口
する位置までの間で摺動可能に設けられたスライドプレートと、該スライドプレート及び
投入部を支持するベースとを有する粉末状原料の投入装置を提案している。
【００１３】
　この方法は、それまでの方法に比べかなり面精度が改良され、均一な厚さにすることが
できる。しかし、投入された原料はマトリクス状に設けられた投入口の真下に落下するた
め、真下に在る原料が他の部分に比べ多くなってしまい、流動性の悪い原料の場合、成形
された燃料電池セパレータに密度の疎密の差ができる原因となっていた。
【００１４】
　また、特許文献２（特開２００１－８５０３０）では、粉末状原料をタブレット状に予
備成形し、このタブレットを金型に投入する方法を提案している。これは、予めタブレッ
ト化することで、原料を均一化することができるという特徴がある。しかし、この方法は
、タブレット成形時に大きな荷重を加えて材料を金型の端まで行き渡らせる必要がある。
流動性の悪い粉末状原料だと、大面積の成形品を作る場合、タブレットの端部が疎になり
易くなるので、均一化は困難である。また、タブレットを金型に投入する場合にも、不均
一化が生じやすく、厚みムラもでき易い。
【００１５】
　特許文献３（特開２００４－３３８２６８）では、ホッパー内の粉末状原料を、ホッパ
ーを金型の一方端から他方端にむかって移動しながら下金型内に投入し、一定の高さに粉
末状原料を供給することで、厚さと質の均一化を図る方法を提案している。
【００１６】
　しかし、この方法には、次のような問題があった。粉末状原料を下金型に投入し終わる
と、上金型が下降して粉末状原料を加圧し、同時に金型を加熱して粉末状原料に含まれて
いる樹脂を溶融もしくは硬化させる。したがって、少なくとも２回目以降では、粉末状原
料を投入するとき、下金型はかなり高温になっている。そのため、粉末状原料は最初に投
入された部分から直ぐに溶融もしくは硬化を始めてしまい、流動や硬化が一斉に進まない
ことから、寸法的に安定した成形品が得られ難いという問題点があった。
【００１７】
　また、特許文献４（特開２０００－７７０８１）では、予め粉末状原料を低温で圧縮し
て予備成形品とし、これを金型に投入して加圧、加熱して成形する方法を提案している。
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【特許文献１】特開２００１－６２８５８
【特許文献２】特開２００１－８５０３０
【特許文献３】特開２００４－３３８２６８
【特許文献４】特開２０００－７７０８１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかし、特許文献４では、予備成形するのにプレス機が必要となり、プレス機は高価で
あり、製造設備が大掛かりになることから、燃料電池セパレータのコストアップとなる。
また、低温で予備成形するプレス加工の時間も必要となり、時間が掛かる。また、予備成
形時に圧力をかけるため、スプリングバックによって変形が起こったり、また、予備成形
品を直接手で操作するため、不純物の混入や予備成形品の破損により、歩留まりが低下し
てしまうという問題があった。また、最終成形品を均一にするためには、予備成形品自体
も均一に作製しなくてはならないという問題があった。
【００１９】
　特許文献１から３では、金型に直接粉末状原料やタブレットを投入するので、手間が掛
かり、工程も増え、生産効率が低下するという問題がある。
【００２０】
　本発明は、上記の事実から考えられたもので、流動性の悪い材料であっても面精度が向
上し、かつ、予備成形のためのプレスなどの大掛かりな装置が不要で、しかも、製造時間
を短縮可能な燃料電池セパレータの製造方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の目的を達成するために本発明の燃料電池セパレータの成形方法は、導電性材料及
び樹脂を含む粉末状原料を充填容器内に上面が平らになるように投入する工程と、該充填
容器内の粉末状原料を加圧しない状態で加熱して仮成形する工程と、仮成形された１の仮
成形品を所定のパターンが形成された前記充填容器とは別の金型内に投入して、加熱・加
圧して１の燃料電池セパレータを成形する工程と、を有し、前記充填容器が、燃料電池セ
パレータの厚みパターンに対応したパターンを有しており、成形された前記燃料電池セパ
レータの厚い部分の厚さをｍとし薄い部分の厚さをｎとし、前記充填容器のパターンの深
い部分の深さをＭ、浅い部分の深さをＮとしたとき、Ｍ：Ｎ≒ｍ：ｎとなるようにしたこ
とを特徴としている。
【００２２】
　仮成形された粉末状原料を所定のパターンが形成された金型内に投入するとき、前記充
填容器を上下反転させて投入する構成としたり、導電性材料及び樹脂を含む粉末状原料を
充填容器に上面が平らになるように投入する前記工程が、前記粉末状原料をホッパーに入
れ、該ホッパーの下端の排出口と充填容器との距離を一定に保った状態でホッパーと充填
容器との間に相対移動をさせながら前記排出口から粉末状原料を均一な高さに投入する工
程としたり、前記ホッパーの供給口が、前記充填容器の上面上を摺動することで、充填容
器に投入される粉末状原料を擦り切るようにしたり、前記樹脂が熱硬化性樹脂を含み、前
記仮成形時の加熱温度が、熱硬化性樹脂が溶融するが硬化しない温度である構成としたり
することができる。
【００２３】
〔作用〕
　充填容器に上面が平らになるよう擦り切って粉末状原料を入れ、充填容器ごと加熱する
と、粉末状原料に混入されている樹脂が溶融し、粉末状原料の粒子相互が融着する。この
融着は、樹脂のごく一部が溶融することによる融着でもよく、樹脂のほとんどが溶融して
より強度に融着する程度でもよい。ただし、加熱温度は、樹脂が熱硬化性樹脂の場合は溶
融温度以上で硬化温度未満であり、結晶性熱可塑性樹脂の場合は、樹脂の融点より高く分
解温度より低い温度で、非晶性熱可塑性樹脂の場合は、樹脂のガラス転移点より高く分解
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温度より低い温度とする。
【００２４】
　こうして形成された仮成形品は、充填容器を上下反転させても落下しない程度であれば
よく、充填容器から出したとき、手でつかむと崩れる程度の結合でもよく、もっと強くク
ッキーなどのように堅く結合した状態であってもよい。この仮成形品を金型内に入れて、
加熱と加圧を加え、熱硬化性樹脂であれば硬化温度以上に上げ、熱可塑性樹脂であれば、
ガラス転移点以上にして燃料電池セパレータに成形する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の燃料電池セパレータの製造方法によれば、金型内に均一にかつ同時に粉末状原
料を投入することができるので、成形された燃料電池セパレータの面精度が向上する、と
いう優れた効果を奏し得る。ホッパーの供給口が仮成形型の上面を擦り切ることで、余分
な粉末状原料を効率的に排除することができ、作業時間を短縮することができる。
【００２６】
　また、充填容器に、燃料電池セパレータの厚みに対応したパターンを形成し、金型への
投入量を、金型の形状に即した量とすることで、燃料電池セパレータの面精度をさらに向
上させることができる。
【００２７】
　さらに、本発明の燃料電池セパレータの成形方法によれば、充填容器を用いて投入の前
準備を行なうことができるので、金型へ直接、粉末状原料を投入する場合に比べ、プレス
機による燃料電池セパレータの製造時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の粉末状原料の投入装置の要部構成を示す斜視図で、図２は、粉末状原
料を充填容器に投入している状態を正面から見た模式図である。
【００３０】
　ホッパー１１は、内部に空間１１ａを有し、その上方が開口してここから粉末状原料Ａ
を投入する。ホッパー１１の下部には細長い矩形の供給口１１ｂがある。この供給口１１
ｂに、スライドすることで開閉される開閉蓋１１ｃを設けてもよい。粉末状原料Ａにダマ
があると、原料の均一性にムラができるので、供給口１１ｂに網目状のふるいを設けても
よい。ホッパー１１は、図示しない支持体で支持され、支持体やホッパー１１などに設け
られたバイブレータで図２の矢印に示すように、水平面内で振動可能になっている。バイ
ブレータとしては、ロータリーバイブレータ、ピストンバイブレータなどを使用すること
ができる。
【００３１】
　充填容器１２には、燃料電池セパレータ１のパターン１ａと同一、あるいは、燃料電池
セパレータ１の厚みの分布を考慮したパターン１ａが形成されている。充填容器１２の材
質であるが、燃料電池セパレータ１を成形する金型と同じ材質にしてもよいが、プレスで
圧力を加えることが無いので、樹脂粉末を融点付近で加熱するとき変形せず、かつ、その
温度に耐えられる程度の耐熱性があれば、強度は特に必要がない。また、加熱や投入の際
の運搬を考慮して、軽量な方が好ましい。さらに、ヒーター等で加熱した際に、粉末状原
料に万遍なく熱を行き渡らせるため、熱伝導性の高い方が好ましい。これらの点を考慮す
ると、例えば、アルミニウムなどを使用することが好ましい。
【００３２】
　充填容器１２の開口幅ｗと外幅Ｗとホッパー１１の供給口１１ｂの長さＬとは、通常、
ｗ≦Ｌ＜Ｗとなるようにし、充填容器１２を配置するときは、供給口１１ｂが充填容器１
２の開口を跨ぐようにする。Ｌ＜ｗにすると充填容器１２内に粉末状原料Ａが均等に入ら
なくなるからであり、Ｗ＜Ｌになると、充填容器１２の外側にも粉末状原料Ａがこぼれて
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無駄が多くなるからである。ただし、工程上の諸条件により、Ｌ＜ｗにする場合もある。
【００３３】
　充填容器１２は、移動台１３上にほぼ水平に載置され、その上面１２ｂはほぼ水平な平
面となっている。移動台１３は、下に車輪１３ａがあり、レールなどの基台１５上に載置
され、移動手段１４のロッド１４ａ等により接続されている。たとえば、ロッド１４ａを
ラックとし、移動手段１４にピニオンを設けてこのピニオンをモータで正逆双方向に回転
することで、移動台１３を基台１５上を図の左右方向に進退させることができる。あるい
は、単軸ロボットや流体シリンダを使用してもよい。ホッパー１１の供給口１１ｂは、充
填容器１２の上面１２ｂから０．１～１ｍｍ程度に位置しており、上面１２ｂ上を擦り切
るようになっている。
【００３４】
　次に、本発明の燃料電池セパレータの製造方法を説明する。
【００３５】
　粉末状原料Ａとしては、導電性材料と樹脂を含む混合型を使用する。導電性材料として
は主として黒鉛が使用され、人造黒鉛、天然黒鉛のいずれでもよい。樹脂としては熱可塑
性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれも使用可能で、熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、
ユリア樹脂、エポキシ樹脂等を使用することが多い。熱可塑性樹脂としては、特に限定さ
れず、種々の熱可塑性樹脂を使用することが可能である。
【００３６】
　また、その混合割合は、導電性材料が３０～９５重量％の範囲であれば燃料電池セパレ
ータ１の製造が可能である。９５重量％を越えると成形が困難になり、３０重量％未満に
なると導電性が不足するからである。また、粉末状原料Ａは粉末のままでもよいが、各原
料の粉を混合した後、顆粒状に成形してもよい。
【００３７】
　充填容器１２の開口端がホッパー１１の供給口１１ｂ（なお、ここでは、供給口１１ｂ
には開閉蓋１１ｃを設けていない）のほぼ中央部に位置するように、充填容器１２を載置
し、ホッパー１１内に粉末状原料Ａを投入する。その際、同時にバイブレータでホッパー
１１を図の左右方向に振動させることで、内部の粉末状原料Ａが途中で引っかからずにス
ムーズに落下できるようにすることもできる。
【００３８】
　ホッパー１１内に粉末状原料Ａを投入すると、粉末状原料Ａは落下して、充填容器１２
内の供給口１１ｂの下部に充填され、その上にホッパーの空間１１ａ内の粉末状原料Ａが
積み上がった状態となる。この状態から移動台１３が図２の矢印方向に移動すると、ホッ
パー１１内の粉末状原料Ａが充填容器１２内を充填しながら、余分な粉末状原料Ａをホッ
パー１１の供給口１１ｂで擦り切って粉末状原料Ａを上面が平らになるように充填する。
充填容器１２の上面１２ｂで擦り切ることを目的として、擦り切り板（図示せず）を設け
ても良い。
【００３９】
　充填容器１２が供給口１１ｂの下を通過し終わると、図３に示すように充填容器１２の
空間内に粉末状原料Ａが充填された状態となる。
【００４０】
　この後、充填容器１２を加熱台（図示せず）に置き、ヒーターなどの加熱器具で粉末状
原料Ａをその原料に含まれる樹脂の融点付近まで上げ、その状態を保持する。この場合、
熱可塑性樹脂の場合は、結晶性であれば融点より高く分解温度より低い温度、非晶性であ
ればガラス転移点より高く分解温度より低い温度であり、熱硬化性樹脂の場合は、樹脂の
融点より高く硬化点より低い温度とする。加熱温度が低い場合は樹脂が溶融しないために
仮成形ができず、粉末状原料Ａを一度に金型に投入できない。加熱温度が高すぎる場合は
、熱硬化性樹脂では硬化が始まってしまい成形ムラ(疎など)の原因になる。
【００４１】
　特に熱硬化性樹脂の場合、加熱温度は融点をＴｍとして、Ｔｍ～Ｔｍ＋５０℃とするの
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が好ましく、Ｔｍ～Ｔｍ＋２０℃とするのがさらに好ましい。なお、熱硬化性樹脂と熱可
塑性樹脂とを混合して使用する場合には、上記の点を考慮して加熱温度を特定することに
なる。
【００４２】
　このようにして充填容器１２内で加熱された粉末状原料Ａは、含まれている樹脂の一部
が溶融して粒子相互が軽く溶着した状態となり、充填容器１２を上下反転させてもすぐに
は落ちてこない状態となる。これをここでは仮成形といい、このように仮成形されたもの
を仮成形品Ｂという。従来であれば、金型に投入する際に、金型へ一度に粉末状原料を投
入することは困難であったが、本発明の仮成形品Ｂを投入する方法を用いれば、一度に投
入することが可能となり、均一投入を容易に行うことができる。
【００４３】
　ここで、仮成形品Ｂとは、粉末状原料Ａの樹脂が溶融して相互に融着した状態のものを
指す。融着の程度は、樹脂の一部が溶融した程度で、充填容器１２を反転させても辛うじ
て落ちてこない程度の結合でもよく、樹脂のすべてが溶融し、クッキーのような状態とな
って、手などで一寸力を入れて曲げると折れるが、小さい力であれば折れたり破損したり
することない程度に結合させてもよい。ただ、あまり堅く結合するまで加熱すると、樹脂
の硬化や劣化が始まってしまい、成形不良や成形品の物性の低下を招く恐れがあり、また
、充填容器１２から離脱しにくくなり、金型への投入が困難になる恐れもあるため、充填
容器１２を反転させても辛うじて落ちてこない程度に結合させた程度が好ましい。
【００４４】
　図４に示すように、この仮成形品Ｂの入った充填容器１２を、成形用の下金型２１の上
にもっていき、位置決めピンなどで正確に位置決めして上下反転し、ハンマーなどで充填
容器１２を軽く叩くと、仮成形品Ｂが成形用の下金型２１の上に落下する。仮成形品Ｂを
取り出そうとすると崩れてしまう程度にしか融着しておらず、充填容器１２からそのまま
取り出すことができないような場合でも、この方法であれば、金型に均一に投入すること
ができる。その後、上金型２２（図５、図６参照）を降下させ、圧力と熱を加えることで
燃料電池セパレータを成形し、元の厚さの数分の１の厚さに圧縮されて図８に示す燃料電
池セパレータ１となる。このときの温度は、熱硬化性樹脂であれば硬化温度以上であり、
熱可塑性樹脂であれば、ガラス転移点以上である。
【００４５】
　次に、充填容器１２に形成するパターンの深さと、燃料電池セパレータ１の厚さとの関
係を以下に説明する。
【００４６】
　図５は充填容器１２にパターンを形成しない場合を説明する図である。図５（ａ）は燃
料電池セパレータ１の断面形状を示す。この例では、燃料電池セパレータ１にはパターン
１ａが形成され、厚い部分と薄い部分との２種類の厚さがある。薄い部分が溝に対応する
部分で厚い部分は溝と溝との間の部分である。この場合、燃料電池セパレータ１は、厚い
部分も薄い部分も同じ密度になっていることが好ましい。
【００４７】
　図５（ｂ）に示すように、上金型２２と下金型２１には、燃料電池セパレータ１のパタ
ーン１ａを形成するためのパターン２１ａ，２２ａが形成されている。充填容器１２にパ
ターン１２ａが形成されていない場合は、図５（ｂ）に示すように一定の厚さを持った仮
成形品Ｂ’ができる。この仮成形品Ｂ’を上金型２２と下金型２１との間に入れ、加圧、
加熱を加えて燃料電池セパレータ１’を形成すると、図５（ｃ）に示すように、薄い部分
の密度が密になり、厚い部分の密度は疎になってしまう。
【００４８】
　そこで、本発明では、図６に示すように充填容器１２にパターン１２ａを形成している
。そして、図５（ａ）に示すように燃料電池セパレータ１の厚い部分の厚さをｍとし薄い
部分の厚さをｎとし、図６（ａ）に示すように、パターン１２ａの深い部分の深さをＭ、
浅い部分の深さをＮとしたとき、
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【００４９】
　Ｍ：Ｎ≒ｍ：ｎ
となるようにしている。
【００５０】
　図６では、このような考えで充填容器１２のパターン１２ａを形成しているので、完成
した燃料電池セパレータ１には疎密のムラはできず、均一な成形体を得ることができる。
【００５１】
　なお、燃料電池セパレータ１のパターン１ａと充填容器１２のパターン１２ａとは一致
させてもよいが、パターン１ａが細かい場合には、パターン１ａと同じものを充填容器１
２に形成しなくとも良い。忠実に同じパターンを形成すると、金型投入時の問題として、
充填容器１２から金型へスムーズに投入されず、充填容器１２に仮成形品Ｂの一部が欠け
て残存してしまうことが起こるためである。パターン１ａが細かい場合には、たとえば、
複数の凹凸の平均値をとることによって、ほぼ均一な密度に成形することが可能である。
【００５２】
　このように本発明では、充填容器１２を用いて粉末状原料Ａを加熱するだけで仮成形品
Ｂを作り、加圧しないので、プレスなどの大掛かりな装置が不要となり、燃料電池セパレ
ータの製造コストを引き下げることができ、また、生産の能率アップを図ることが可能で
ある。さらに、直接手で操作しないので、不純物の混入や、仮成形品の破損による歩留ま
り低下の懸念も払拭することができる。
【００５３】
　また、実施例では、成形用金型で成形に要する時間は１サイクルで５分程度である。こ
れに対し、充填容器に粉末状原料を投入し、加熱して金型に投入する前準備に要する時間
は、３～４分である。したがって、成形用金型で成形している間に事前に用意することが
でき、製造時間を短縮することができる。
【００５４】
　なお、上記前準備に要する時間が、成形用金型で成形する時間より長い場合は、予め多
くの仮成形品を作成しておくことで製造時間を短縮することができる。
【００５５】
　また、充填容器１２内に粉末状原料Ａを均等に投入でき、しかも、燃料電池セパレータ
１には疎密のムラができないので、完成した燃料電池セパレータ１には反りなどが生じず
、最大の厚さＴmaxと最小の厚さＴminiとの差ｄも小さくすることができる。
【実施例１】
【００５６】
　次に本発明の実施例について、従来例と比較した数値を示す。
【００５７】
　図７は、本発明による製造方法と、従来の方法とで製造した燃料電池セパレータの比較
表である。同図に示す実施例１，２及び比較例１，２，３の組成比は、全て、樹脂２５重
量部、塊状黒鉛１００重量部で、実施例２が樹脂にフェノール樹脂を使用した以外は実施
例１と比較例１，２，３は同じ組成の粉末状原料である。
【００５８】
　実施例１，２は、図１の投入装置を用いて充填容器に粉末状原料を投入・加熱して仮成
形品を製造し、これを金型に投入して燃料電池セパレータにした。比較例１は直接金型に
粉末状原料を投入したもので、比較例２は、特許文献１に記載の投入治具を使用した。比
較例３は粉末状原料からペレットを形成し、これを金型内に投入する方法であった。金型
における加圧力と加熱温度、加圧・加熱時間は全て同一とした。
【００５９】
　測定ポイントは、成形された燃料電池セパレータの予め決められたポイントであり、実
施例１，２及び比較例１，２，３の全て同じ個所で、各２０個所でマイクロメータにより
測定した。厚みムラは、各測定ポイントの厚さが異なるので、各測定ポイントにおける標
準厚さを０とし、標準より厚いか薄いかで表示し、最大と最小の差を求め、厚みムラ（面
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した。
【００６０】
　実施例１，２ではともに厚みムラ（面精度）が０．０４ｍｍとなり、比較例１の０．２
ｍｍ、比較例２の０．１５ｍｍと比べて非常に高精度になった。また、成形の状態では、
比較例１，２では疎密のムラができたが、実施例１，２では良好であった。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の粉末状原料の投入装置の要部構成を示す斜視図である。
【図２】粉末状原料を充填容器に投入している状態を正面から見た模式図である。
【図３】充填容器の空間内に粉末状原料が充填された状態を示す図である。
【図４】仮成形品を成形用の下金型に投入する状態を示す図である。
【図５】充填容器にパターンを形成しない場合を説明する図である。
【図６】充填容器にパターンを形成した場合を説明する図である。
【図７】本発明による製造方法と、従来の方法とで製造した燃料電池セパレータの比較表
である。
【図８】燃料電池セパレータの図で、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＩ－Ｉ断面図で
ある。
【符号の説明】
【００６２】
１　　　燃料電池セパレータ
１ａ　　（燃料電池セパレータの）パターン
１１　　ホッパー
１１ａ　空間
１１ｂ　供給口
１１ｃ　開閉蓋
１２　　充填容器
１２ａ　（充填容器の）パターン
１２ｂ　上面
１３　　移動台
１４　　移動手段
Ａ　　　粉末状原料
Ｂ　　　仮成形品
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